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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民課・市民係 

個人情報ファイルの名称 【アクロシティ】住民基本台帳システム 

行政機関等の名称 荒尾市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民環境部 市民課 

個人情報ファイルの利用目的 

住民基本台帳法の記録及び証明書の発行事務、個人番号カード

の交付・更新及び利用に関する事務、住民基本台帳カードの管

理事務、住民実態調査事務、諸証明発行事務、税証明発行事務、

埋葬・火葬又は改装の許可及び許可証の発行事務、軽自動車の

標識交付事務、本人通知の申請書を出された方に対して第三者

からの証明書請求があった際に通知する事務、個人情報の開示

に関して証明書の発行状況等を確認する事務、住民基本台帳事

務における支援措置（DV、ストーカー行為等の被害者を保護す

るため、加害者が被害者の住所を探索することを目的として住

民票の写しや戸籍の附票の写しを取得することを制限する制

度）に関する事務、住民基本台帳の閲覧に関する事務等を行う

ため 

記録項目 

１氏名・かな氏名、２生年月日、３性別、４住所、５世帯主名・

続柄、６本籍・筆頭者名、７住民となった日、８住定日、９前

住所、１０個人番号、１１住民票コード、１２転出先住所、 

１３国籍・地域、１４在留資格、１５在留期間、１６在留期間

の満了日、１７在留カードの番号、１８異動事由、１９異動年

月日、２０通称名、２１旧氏、２２住民区分、２３住民コード、

２４世帯コード、２５行政区・投票区・小学校区・中学校区、

２６郵便番号、２７個人番号カード・住民基本台帳カードの運

用状況等 

記録範囲 
荒尾市に住民登録をしている者及び荒尾市に住民登録をして

いた者 

記録情報の収集方法 本人、代理人、他市町村からの通知等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 国、地方公共団体等 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）荒尾市総務部総務課 

（所在地）〒864-8686 熊本県荒尾市宮内出目 390番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 

・住民基本台帳法 14 条第 1 項に基づき、市町村長は住民基本

台帳に脱漏若しくは記載があり、又は住民票に誤記若しくは記

載漏れがあることを知った場合には、正確な記録を確保するた

めに必要な措置を講じなければならない。 

・住民基本台帳法 14 条第 2 項に基づき、住民基本台帳の記載

事項について誤記又は記載漏れがある場合には、その者が記録

されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対して

修正の申し出をすることができる。 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
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行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民課・市民係 

個人情報ファイルの名称 
【住民基本台帳ネットワークシステム】住民基本台帳業務ファ

イル  

行政機関等の名称 荒尾市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民環境部 市民課 

個人情報ファイルの利用目的 

住民基本台帳法の記録及び証明書の発行事務、個人番号カード

の交付・更新及び利用に関する事務、住民実態調査事務等を行

うため 

記録項目 

１氏名・かな氏名、２生年月日、３性別、４住所、５住民票コ

ード、６個人番号、７通称名、８旧氏、９異動事由、１０異動

年月日、１１個人番号カード運用状況等 

記録範囲 
荒尾市に住民登録をしている者及び荒尾市に住民登録をして

いた者 

記録情報の収集方法 本人、代理人、他市町村からの通知等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 熊本県知事 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）荒尾市総務部総務課 

（所在地）〒864-8686 熊本県荒尾市宮内出目 390番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民課・市民係 

個人情報ファイルの名称 
【住民基本台帳ネットワークシステム】個人番号カード管理フ

ァイル 

行政機関等の名称 荒尾市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民環境部 市民課 

個人情報ファイルの利用目的 個人番号カードの交付・更新及び利用に関する事務を行うため 

記録項目 

１氏名・かな氏名、２生年月日、３性別、４住所、５住民票コ

ード、６個人番号、７通称名、８旧氏、９異動事由、１０異動

年月日、１１カード情報（運用状況・発行番号・発行状況・継

続利用・交付日・有効期限・一時停止日・廃止日・廃止理由・

回収日・申請日・点字加工有無）等、１２申請書ⅠＤ等 

記録範囲 荒尾市に住民登録をしている者 

記録情報の収集方法 本人、代理人等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）荒尾市総務部総務課 

（所在地）〒864-8686 熊本県荒尾市宮内出目 390番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民課・市民係 

個人情報ファイルの名称 個人番号カード未交付管理簿 

行政機関等の名称 荒尾市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民環境部 市民課 

個人情報ファイルの利用目的 
個人番号カードを申請者に交付するまでの一時保管期間にお

いて、適切な管理を行うため 

記録項目 

１整理番号、２予約番号、３氏名・かな氏名、４住所、 

５備考（個人番号カード交付の有無、異動事由等）、６発送日、

７受取期限、８申請状況等 

記録範囲 個人番号カード申請者 

記録情報の収集方法 本人、代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）荒尾市総務部総務課 

（所在地）〒864-8686 熊本県荒尾市宮内出目 390番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民課・市民係 

個人情報ファイルの名称 
【住民基本台帳ネットワークシステム】通知カード状況管理フ

ァイル 

行政機関等の名称 荒尾市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民環境部 市民課 

個人情報ファイルの利用目的 
通知カード（紙製のカードで、住民に個人番号をお知らせする

もの）の適正な管理を行うため 

記録項目 

１氏名・かな氏名、２生年月日、３性別、４住所、５住民票コ

ード、６個人番号、７通称名、８異動事由、９異動年月日、 

１０カード情報（発行日・運用状況・運用区分・券面氏名・券

面住所・券面生年月日・券面性別・送付済日・返戻日・返戻後

交付日・返戻廃棄日・返戻理由・紛失日・紛失発見日・紛失返

納日・紛失廃棄日・要返納日・返納日・返納廃棄日・返納事由・

再送日）等 

記録範囲 荒尾市に住民登録をしている者 

記録情報の収集方法 本人、代理人等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）荒尾市総務部総務課 

（所在地）〒864-8686 熊本県荒尾市宮内出目 390番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民課・市民係 

個人情報ファイルの名称 通知カード管理簿 

行政機関等の名称 荒尾市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民環境部 市民課 

個人情報ファイルの利用目的 
通知カード（紙製のカードで、住民に個人番号をお知らせする

もの）の適正な管理を行うため 

記録項目 

１台帳番号、２個人番号、３通算枚数、４氏名、５住所、 

６通知カード返戻情報（返戻日・交付日・廃棄日・返戻理由）、 

７通知カード紛失情報（紛失日・発見日・返納日・廃棄日）、

８通知カード返納情報（要返納事由発生日・返納事由発生日・

廃棄日・返納事由）等 

記録範囲 通知カード所有者 

記録情報の収集方法 本人、代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）荒尾市総務部総務課 

（所在地）〒864-8686 熊本県荒尾市宮内出目 390番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民課・市民係 

個人情報ファイルの名称 
【住民基本台帳ネットワークシステム】住民基本台帳カード発

行管理ファイル 

行政機関等の名称 荒尾市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民環境部 市民課 

個人情報ファイルの利用目的 住民基本台帳カードの管理事務を行うため 

記録項目 

１氏名・かな氏名、２生年月日、３性別、４住所、５住民票コ

ード、６通称名、７異動事由、８異動年月日、９カード情報（所

有状況・状況区分・有効期限・発行番号・発行状況・申請日・

交付日・一時停止日・一時停止理由・廃止日・廃止理由・回収

日・点字加工有無）等 

記録範囲 荒尾市に住民登録をしている者 

記録情報の収集方法 本人、代理人等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）荒尾市総務部総務課 

（所在地）〒864-8686 熊本県荒尾市宮内出目 390番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民課・市民係 

個人情報ファイルの名称 【戸籍総合システム】戸籍の附票 

行政機関等の名称 荒尾市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民環境部 市民課 

個人情報ファイルの利用目的 

住民基本台帳法第１６条に基づく荒尾市内に本籍を有する者

について戸籍の附票を作成する事務、住民基本台帳法第１７条

の２に基づく在外選挙制度（海外居住者が外国にいながら国政

選挙に参加できる制度）における在外選挙人名簿を作成する事

務、住民基本台帳事務における支援措置（DV、ストーカー行為

等の被害者を保護するため、加害者が被害者の住所を探索する

ことを目的として住民票の写しや戸籍の附票の写しを取得す

ることを制限する制度）に関する事務等を行うため 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３性別、４住所、５住定日、６異動日、

７異動事由、８本籍、９筆頭者、１０編纂日・改製日・消除日、

１１在外選挙人名簿（登録市町村名・登録日・登録通知日・抹

消日・抹消通知日）、１２支援期間等 

記録範囲 荒尾市に本籍を有する者及び本籍を有していた者 

記録情報の収集方法 本人、代理人、他市町村からの通知等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 国、地方公共団体、地方公共団体情報システム機構等 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）荒尾市総務部総務課 

（所在地）〒864-8686 熊本県荒尾市宮内出目 390番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 
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記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民課・市民係 

個人情報ファイルの名称 【アクロシティ】印鑑登録システム 

行政機関等の名称 荒尾市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民環境部 市民課 

個人情報ファイルの利用目的 印鑑の登録及び印鑑登録証明書の交付事務等を行うため 

記録項目 

１氏名・かな氏名、２生年月日、３性別、４住所、５印鑑情報

（登録状態・登録番号・身元確認方法・登録日・廃止日・刻印

文字・印影・印影登録日・照会書照会日・照会書回答日・異動

事由・異動日・届出日・抹消理由）、６住民区分、７住民コー

ド、８世帯コード、９行政区等 

記録範囲 
荒尾市に住民登録をしている者及び荒尾市に住民登録をして

いた者（ただし、１５歳未満の者を除く） 

記録情報の収集方法 本人、代理人等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）荒尾市総務部総務課 

（所在地）〒864-8686 熊本県荒尾市宮内出目 390番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日  
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民課・市民係 

個人情報ファイルの名称 
【アクロシティ】固定資産税システム・個人住民税システム・

軽自動車税システム・総合収納管理システム 

行政機関等の名称 荒尾市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民環境部 市民課 

個人情報ファイルの利用目的 税証明の発行事務、軽自動車の標識交付事務等を行うため 

記録項目 

１氏名・かな氏名、２生年月日、３性別、４住所、５住民区分、

６住民コード、７世帯コード、８行政区、９固定資産税情報、

１０個人住民税情報、１１軽自動車税情報、１２収納情報等 

記録範囲 

荒尾市に住民登録をしている者及び荒尾市に住民登録をして

いた者、固定資産を所有している者及び固定資産を所有してい

た者、軽自動者を所有している者及び軽自動車を所有していた

者、その他荒尾市で課税されている者及び課税されていた者 

記録情報の収集方法 本人、代理人等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）荒尾市総務部総務課 

（所在地）〒864-8686 熊本県荒尾市宮内出目 390番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民課・市民係 

個人情報ファイルの名称 無料法律相談一覧 

行政機関等の名称 荒尾市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民環境部 市民課 

個人情報ファイルの利用目的 
相続、離婚、債権・債務等の専門的な知識の必要な法律問題に

ついて、弁護士が相談に応じる無料法律相談を行うため 

記録項目 

１相談者名、２相談日、３住所、４件名、５電話番号、６弁護

士名 

記録範囲 無料法律相談予約者 

記録情報の収集方法 本人、親族、代理人等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）荒尾市総務部総務課 

（所在地）〒864-8686 熊本県荒尾市宮内出目 390番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民課・市民係、記録係 

個人情報ファイルの名称 【戸籍総合システム】本人通知管理システム 

行政機関等の名称 荒尾市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民環境部 市民課 

個人情報ファイルの利用目的 
本人通知の申請書を出された方に対して第三者からの証明書

請求があった際に通知する事務を行うため 

記録項目 

１登録者情報（氏名・住所・生年月日・性別・登録者ＩＤ・連

絡先・世帯主氏名・本籍・筆頭者・続柄・受付日等）、２代理人

情報（氏名・住所・生年月日・性別・本人確認書類・登録者本

人との関係等） 

記録範囲 
荒尾市に本籍を有する者及び本籍を有していた者で、本人通知

の申請書を出された方 

記録情報の収集方法 本人、代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）荒尾市総務部総務課 

（所在地）〒864-8686 熊本県荒尾市宮内出目 390番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民課・市民係、記録係 

個人情報ファイルの名称 【アクロシティ】証明発行履歴一覧 

行政機関等の名称 荒尾市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民環境部 市民課 

個人情報ファイルの利用目的 

本人通知の申請書を出された方に対して第三者からの証明書

請求があった際に通知する事務、個人情報の開示に関して証明

書の発行状況を確認する事務等を行うため 

記録項目 

１氏名・かな氏名、２生年月日、３性別、４住所、５証明書情

報（発行日・発行時刻・業務名・発行帳票名・請求区分・発行

理由・証明年度・発行部数）６住民区分、７住民コード、８世

帯コード等 

記録範囲 
荒尾市に住民登録をしている者及び荒尾市に住民登録をして

いた者 

記録情報の収集方法 本人、代理人等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）荒尾市総務部総務課 

（所在地）〒864-8686 熊本県荒尾市宮内出目 390番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民課・市民係、記録係 

個人情報ファイルの名称 【戸籍総合システム】証明書発行状況 

行政機関等の名称 荒尾市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民環境部 市民課 

個人情報ファイルの利用目的 
個人情報の開示に関して証明書の発行状況を確認する事務を

行うため 

記録項目 

１証明書種類、２発行番号、３発行年月日、４発行時刻、５発

行部数、６発行場所、７証明の概要（本籍・筆頭者氏名等） 

記録範囲 荒尾市に本籍を有する者及び本籍を有していた者 

記録情報の収集方法 本人、代理人等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）荒尾市総務部総務課 

（所在地）〒864-8686 熊本県荒尾市宮内出目 390番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民課・市民係、記録係 

個人情報ファイルの名称 【戸籍総合システム】戸籍簿、除籍簿、改製原戸籍簿 

行政機関等の名称 荒尾市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民環境部 市民課 

個人情報ファイルの利用目的 戸籍法に基づく戸籍簿、除籍簿の管理及び証明書交付のため 

記録項目 

１氏名（筆頭者氏名、戸籍に記載されている者の名、父母の名、

養父母の名）、２生年月日、３続柄、４本籍、５戸籍事項、６

身分事項 

記録範囲 荒尾市に本籍を有する者及び本籍を有していた者 

記録情報の収集方法 戸籍届出等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 国 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）荒尾市総務部総務課 

（所在地）〒864-8686 熊本県荒尾市宮内出目 390番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 

戸籍法第 113 条、114 条、115 条、116 条及び 117 条に基づき

戸籍の訂正を申請及び請求することができる。 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民課・市民係、記録係 

個人情報ファイルの名称 【戸籍総合システム】民刑システム 

行政機関等の名称 荒尾市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民環境部 市民課 

個人情報ファイルの利用目的 

身分証明書（禁治産又は準禁治産の宣告の通知、後見の登記の

通知、破産の通知を受けていないことを証明するもの）の交付

に関する事務、破産者名簿の調整に関する事務、成年後見に関

する事務等を行うため 

記録項目 

１身分証明書情報（本籍・筆頭者・氏名・生年月日・禁治産又

は準禁治産の宣告の通知、後見の登記の通知、破産の通知を受

けていないことについての記載）、２破産者名簿（破産者情報・

免責管理情報等）、３成年被後見人名簿（被成年後見人情報等） 

記録範囲 

・荒尾市に本籍を有するもの 

・荒尾市に本籍を有し、免責不許可の決定を受けた者 

・荒尾市に本籍を有し、成年後見登記をされた者 

記録情報の収集方法 東京法務局、裁判所 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）荒尾市総務部総務課 

（所在地）〒864-8686 熊本県荒尾市宮内出目 390番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日  



19 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民課・記録係 

個人情報ファイルの名称 【戸籍総合システム】相続税法 58条通知 

行政機関等の名称 荒尾市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民環境部 市民課 

個人情報ファイルの利用目的 

相続税法第５８条（市町村長その他戸籍に関する事務をつかさ

どる者は、死亡又は失踪に関する届書を受理したときは、当該

届書に記載された事項を、当該届書を受理した日の属する月の

翌月末日までにその事務所の所在地の所轄税務署長に通知し

なければならない）に関する事務を行うため 

記録項目 

１受付番号、２被相続人情報（氏名・かな氏名・生年月日・住

所・本籍・筆頭者区分・死亡場所・世帯の主な仕事・職業）、 

３相続人・届出人情報等（住所・氏名・相続人数） 

記録範囲 荒尾市に本籍を有するもの 

記録情報の収集方法 死亡届及び失踪届の届出人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 玉名税務署 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）荒尾市総務部総務課 

（所在地）〒864-8686 熊本県荒尾市宮内出目 390番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日  
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民課・記録係 

個人情報ファイルの名称 【戸籍総合システム】人口動態調査票 

行政機関等の名称 荒尾市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民環境部 市民課 

個人情報ファイルの利用目的 

人口動態調査のために、戸籍法及び死産の届出に関する規程に

より荒尾市に届出された出生・死亡・婚姻・離婚及び死産の全

数を保健所に報告する事務を行うため 

記録項目 

１出生届及び出生証明書に記載された内容、２死亡届（死亡診

断書・死体検案書）に記載された内容、３死産届（死産証書・

死胎検案書）に記載された内容、４婚姻届に記載された内容、

５離婚届に記載された内容 

記録範囲 
荒尾市で受理した届出書（出生届・死亡届・死産届・婚姻届・

離婚届）に記載のある者 

記録情報の収集方法 出生届・死亡届・死産届・婚姻届・離婚届の届出人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 菊池保健所、荒尾市役所子育て支援課 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）荒尾市総務部総務課 

（所在地）〒864-8686 熊本県荒尾市宮内出目 390番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民課・記録係 

個人情報ファイルの名称 【アクロシティ】証明書発行停止管理 

行政機関等の名称 荒尾市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民環境部 市民課 

個人情報ファイルの利用目的 

住民基本台帳事務における支援措置（DV、ストーカー行為等の

被害者を保護するため、加害者が被害者の住所を探索すること

を目的として住民票の写しや戸籍の附票の写しを取得するこ

とを制限する制度）に関する事務等を行うため 

記録項目 

１氏名・かな氏名、２生年月日、３性別、４住所、５発行停止

帳票名、６発行停止状態区分、７住民区分、８住民コード等 

記録範囲 
荒尾市に住民登録をしている者及び荒尾市に住民登録をして

いた者 

記録情報の収集方法 本人、代理人等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）荒尾市総務部総務課 

（所在地）〒864-8686 熊本県荒尾市宮内出目 390番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月３１日 

 


